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天理市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和３年３月31日 

天理市長 並 河  健  

天理市規則第13号 

天理市会計規則の一部を改正する規則 

天理市会計規則（昭和45年３月天理市規則第13号）の一部を次のように改正

する。 

第21条第２項第16号中「原材料費」の次に「、委託料」を加える。 

第42条中「し、検収報告書により市長に報告」を削り、ただし書を削る。 

別表第１市長公室総合政策課の項中「企画係担当課長」及び「（現）企画係

長及び係員」を削り、同表市長公室市民協働・女性活躍推進課の項中「市長公

室市民協働・女性活躍推進課」を「市長公室市民総活躍推進課」に、「協働推

進係長」を「市民総活躍推進係長」に改め、同表くらし文化部文化スポーツ振

興課の項中「文化振興係担当課長」を「文化センター係担当課長」に、「文化

振興係長」を「文化センター係長」に改め、同表くらし文化部防災安全課の項

中「消防団係長」を「防災・消防団係長」に改め、同表健康福祉部福祉政策課

の項中「地域包括ケア推進係長」を「高齢者支援係長」に改める。 

別表第２総合政策課長の項中「、トレイルセンター設備」を削り、同表総合

政策課企画係担当課長の項を削り、同表市民協働・女性活躍推進課長の項中

「市民協働・女性活躍推進課長」を「市民総活躍推進課長」に、「協働推進係

長」を「市民総活躍推進係長」に改め、同表人権センター所長の項中 

「 

住宅新築資金等貸付金及び生活

資金貸付金の収納 

（現）人権啓発係長及

び係員 
 を 

                             」 

「 

住宅新築資金等貸付金及び生活

資金貸付金の収納 

（現）人権啓発係長及

び係員 
 に改め、 
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名阪高架下駐車場の使用料の収

納 

                             」 

同表文化スポーツ振興課文化振興係担当課長の項中「文化スポーツ振興課文化

振興係担当課長」を「文化スポーツ振興課文化センター係担当課長」に、「文

化振興係長」を「文化センター係長」に改め、同表防災安全課長の項中「消防

団係長」を「防災・消防団係長」に改め、同表福祉政策課長の項中「地域包括

ケア推進係長」を「高齢者支援係長」に改める。 

附 則                          

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 


